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「令和７年度米国インディアナ州市場調査業務」委託 

公募要領 

 
１ 業務の名称 

令和７年度 米国インディアナ州市場調査業務 

 

２ 業務の目的等 

群馬県と２０２２年にＭＯＵを締結した米国インディアナ州内において、群馬県のプレゼンス向

上を図り、群馬県産品や観光需要等の喚起を目指し、市場調査を実施する。 

 

３ 業務の内容 

別添「仕様書」のとおり、次の業務を実施すること。 

（１） オンラインアンケート 

（２） グループインタビュー 

（３） 調査分析・レポーティング 

 

４ 予算額 

事業費は、金 12,580,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以内とする。 

 

５ 契約期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

６ 応募資格 

応募に際しては、以下の要件を満たすこと。 

(１) 群馬県内に本社又は事業所・支店があること。 

(２) 過去の業務実績等により、業務遂行に必要な能力を有していると証明できること。 

(３) 委託契約における受託者として契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を有していること。 

(４) 事業執行にあたり、県の指示に従い、経理処理や事業遂行、その報告などを適切に行う事務的

管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること。 

(５) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者。 

(６) 破産宣告を受け復権していない者でないこと。  

(７) 銀行取引停止処分を受けている者でないこと。  

(８) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平

成１１年法律２２５号)に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと。 

(９) 群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと。 

(10)  県税を滞納している者でないこと。 

(11)  暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(12)  宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

７ 応募の手続 

（１）参加申込 令和８年１月６日（火）１７時 

（２）質問受付 令和８年１月６日（火）１７時 
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 （３）応募期限 令和８年１月８日（木）１７時 

 （４）審  査  令和８年１月９日（金）までに実施する予定 

 （５）結果発表 令和８年１月上旬 

※本業務委託公募に係る事前説明会は開催しない。 

 

８ 参加申込 

企画提案への参加を希望する事業者は「参加申込書（様式１）」をメールにて提出してください。 

(１) 提出期限 令和８年１月６日（火）１７時（（必着） 

(２) 提出先  Email:gaikouka@pref.gunma.lg.jp 

                群馬県知事戦略部地域外交課 

    ※Email件名を「【参加申込】令和７年度米国インディアナ州市場調査業務」とする 

 

９ 質問受付 

次のとおり、「質問書（様式２）」により、応募を予定している事業者から質問を受け付ける。 

(１) 質問の受付期限 令和８年１月６日（火）１７時（必着） 

(２) 質問方法 電子メールとする。 

(３) 提出先  Email:gaikouka@pref.gunma.lg.jp 

                群馬県知事戦略部地域外交課 

     ※Email 件名を「【質問】令和７年度米国インディアナ州市場調査業務」とする 

 (４) 回答方法 質問に対する回答は１月７日（水）業務終了後までに、Emailで回答する。 

 

10 応募の手続 

  下記の書類を、令和８年１月８日（木）１７時迄に 13で示す提出先まで持参又は郵送すること。 

(１) 提出書類 （各１部） 

ア、 企画提案書表紙（様式３） 

イ、 企画提案書本体（任意様式） 

ウ、 業務実施体制（様式４） 

エ、 費用見積書 宛名は群馬県知事山本一太とし、見積書の内訳には各経費の単価、消費税及び

地方消費税額を明記してください。 

オ、 会社概要（パンフレット等） 

カ、 法人登記簿謄本（＊） 

キ、 決算書（＊） 

ク、 誓約書（群馬県暴力団排除条例第７条関係）（様式５）（＊） 

ケ、 その他資料 

※（＊）印のついたカ～クについては「令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿」搭載者は提出不要。 

 (２) 応募書類の取扱い 

・提出された応募書類は返却しません。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

（３）その他注意事項 

・応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。 

・提出された企画提案書等は、提出後に内容を変更することはできません。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後の場合に

は、契約を解除することがあります。 



 

- 3 - 

 

・提出後に辞退する場合には、速やかにご連絡いただくとともに、その旨を書面にて提出願いま

す。 

・提出書類に不備があった場合は失格とし、審査の対象となりません。 

・提出書類は、群馬県情報公開条例（平成１２年６月１４日条例第８３号）に基づき、不開示情

報及び非開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象

となります。 

 

11 審査の方法 

(１) 選定方法 

企画提案審査会において、以下の選定基準に基づいて、応募事業者から提出された企画提案書

の書面審査を行い、予算の範囲内で最も優れた企画提案を提出した事業者を優先交渉事業者とし

て選定する。なお、企画提案審査会では、応募事業者からのプレゼンテーションは行わないので

留意すること。 

(２) 選定基準 

①地方自治体において業務委託の実績があるか。 

②調査実施スケジュールは業務の円滑な実施が可能なものか。 

③効果的な質問項目の提案があるか。 

④調査の方式が妥当であるか。 

⑤見積金額（経費積算書）の妥当性はあるか。 

⑥本事業の目的を達成するために効果的かつ実現可能な企画提案であるか。事業実施体制が整っ

ているか。 

(３) 審査会の実施 

令和８年１月９日（金）頃までに実施する予定 

(４) 審査結果 

審査結果は、採否に係わらず、すべての応募事業者に対し、書面にて通知する。 

なお、審査結果の詳細については、応募事業者からの個別の問い合わせ（来庁によるものに限

る）に対し、応募者数及び当該事業者の順位のみを回答する。 

 

12 契約についての留意点 

 (１) 委託契約について 

選定された優先交渉事業者は、改めて委託業務内容、委託料、契約条件について県と協議のう

え、見積書提出及び契約締結を行う。ただし、実際の契約金額は、必ずしも提案による見積もり

金額と一致しない。また、契約条件が合致せず、その者との契約が成立しない場合は、次点者と

交渉を行うものとする。 

(２) 契約の条件 

契約の形態は、随意契約による委託契約とする。 

 

13 問い合わせ先及び提出先 

〒３７１－８５７０ 

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

群馬県 知事戦略部 地域外交課 

電話          ０２７－２２６－３７４２（直通） 

ファクス         ０２７－２２３－４３７１ 
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電子メールアドレス  gaikouka@pref.gunma.lg.jp 


